
担い手への農地の集積・集約化の促進

市町村等と情報共有を行うことで、

従来、順序を追って行っていた手続きを、
同時並行で行うこと等により、手続き

期間を大幅に短縮

農地中間管理機構が行う農用地の
集積・集約化の事業実施に際し、
事務手続きに、長期間を要する

農地中間管理事業に関する事務手続の円滑化
（平成27年12月1日 農林水産省通知 27経営第2178号）
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＜農地中間管理事業＞

地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し、担い手ごとに集約化する必要がある
場合、耕作放棄地等を農地中間管理機構が借り受け、基盤整備等の条件整備を
行い、担い手がまとまった形で農地を利用できるようにして貸付ける事業

市町村等との情報共有・連携

※ 農地中間管理機構の見直しにより、更なる事務手続きの簡素化のため、市
町村の集積計画のみで権利設定ができる等の措置を実施（令和元年11月）


